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１－１．電子申請を始める前に準備するもの

○電子申請の利用にあたって、次の環境が必要です。

・ インターネットにアクセス可能なパソコンまたはスマートフォン

・ 電子申請利用者のメールアドレス

また、減免申出書の作成にあたって、次の書類をお手元に準備してください。 ＊＊＊ POINT ＊＊＊

・ 身体障害者等手帳

・ 自動車検査証(記録事項)

・ 運転者の運転免許証

・ 減免対象年度の自動車税種別割の減免申出書

・ 減免申出書チラシ

１－２．電子申請サイトへのアクセス方法

【美の国秋田ネットからのアクセス方法】

① 検索サイトから「美の国あきたネット」を検索してサイトにアクセス

② 「美の国あきたネット」上部の検索ボタンをクリックし検索窓を開く ＊＊＊ POINT ＊＊＊

③ 検索窓に、減免申出書チラシ記載のページ番号(半角数字)を入力し検索

④

＊＊＊ POINT ＊＊＊

検索先の減免申出書サイトページに、電子申請サイトＵＲＬが掲載されているので、Ｕ
ＲＬをクリックして電子申請サイトにアクセス

・
・
・

１．事前準備

　電子申請サイトへのアクセスは、減免申出書チラシに掲載されているＱＲコード
を、スマートフォンなどで読み取ってアクセスする方法が便利です。なお、ＱＲ
コードを利用できない場合は、秋田県公式ＨＰ『美の国あきたネット』からもサイ
トにアクセスいただけます。

　サイト上部に検索ボタンが表示され
ない場合は、下にスクロールすると検
索窓が設置されています。

　すでにGrafferアカウント作成済みの
方、又は、メールアドレスにて利用の
方は１－４に進んでください。

　減免申出書及びチラシは、総合県税
事務所より毎年2月に、減免申出書によ
る手続きの対象者に送付されます。

【秋田県電子申請・届出サービスＵＲＬ】

対象年度の電子申請サービスへのURLが掲載されています。

下にスクロール
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１－３．電子申請ユーザーアカウントの作成

＊＊＊ POINT ＊＊＊

Grafferアカウントの作り方

☆☆☆　ご注意ください　☆☆☆

＊＊＊ POINT ＊＊＊

Graffer アカウントに登録したメールアドレスは変更できますか

※ページ内にメールが届かない場合の対応が記載されています。

１－４．電子申請手続ページへのログイン

＊＊＊ POINT ＊＊＊

ログイン方法を教えてください

２－１．申請の概要等の確認
8P(説明文）

＊＊＊ POINT ＊＊＊

３－１．申請者氏名（自動車の名義人)

　アカウント作成後、登録メールアドレスに確認メールが配信されます。電子申請
を開始する前に、電子申請システムからのメールが受信できることを確認してくだ
さい。今後、電子申請の申請受理や処理完了（進捗状況確認）、申請差戻し（再提
出）などの連絡はメールにより配信されます。個人情報保護のため、処理状況等に
ついて電話でお答えすることはできませんので、電子申請システムより配信される
メールを御確認ください。
　確認メールが届かない場合はGrafferヘルプを参照してください。

　電子申請の利用にあたっては、システムを運用するGraffer社のアカウントを作成
して利用する方法と、メールアドレスにより利用する方法の二種類があります。
　Grafferアカウントの利用により、申請の一時保存や過去の申請履歴確認（R6年度
以前の申請は不可）ができます。今後、電子申請による手続きの利用を検討してい
る場合はGrafferアカウントの作成を検討ください。
　Grafferアカウントの作成はGrafferヘルプを参照ください。

　Grafferアカウントは、秋田県では保
守を行うことができません。アカウン
ト情報の変更等は、Grafferヘルプを参
照し利用者が行ってください。

　システムからの自動配信メールが受
け取れなくなる場合がございますの
で、申請処理中はメールアドレスの変
更はお控えください。なお、Google連
携、LINE連携、メールアドレスで利用
の場合は、メールアドレスの変更はで
きません。

３．申請者の情報

　電子申請サイトにアクセス（項番１－２）し、ログイン画面にてGrafferアカウン
ト又はメールアドレスでログインしてください。
　ログイン方法についてはGrafferヘルプを参照してください。

　Grafferヘルプ

２．減免申出書の概要

　電子申請サイトにログインすると、制度の概要説明や電子申請システム利用規約
が表示されます。内容を確認し、利用規約に同意することを確認して申請ページに
進んでください。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　利用規約に同意すると「申請に進
む」ボタンがクリックできるようにな
ります。

　申請者の変更や氏名の変更（改姓を
含む）があった場合は、申出書による
申請ができませんので、4月1日以降再
申請が必要です。

●● ●●

入力

確認
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３－２．申請者氏名（フリガナ）

３－３．申請者住所

３－４．電話番号

３－５．メールアドレス

４－１．減免申出書番号

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　申請内容に不明な点がある場合に
は、確認のため御連絡することがあり
ます。日中応答可能な電話番号を入力
してください。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　申請者の住所に変更があった場合
は、申出書による申請ができませんの
で、4月1日以降再申請が必要です。

４．障害者・運転者の情報

　メールアドレスは、ログイン情報を
元に自動入力されます。申請手続きの
処理状況通知のほか、問い合わせ等を
行う場合がございます。

　「自動車登録番号/減免コード/減免
申出書番号」の組合せにより、申請者
確認を行っております。本人特定に至
らない場合には差戻しとなりますの
で、総合県税事務所より郵送された減
免申出書を確認して入力してくださ
い。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

xxx-xxxxxxx@xxxxxxx.com

●●● ●●●

入力

●●●●●●●●●番地●●●荘●号

入力

●●●●●●●●●●●●●

入力

●●●●●

入力
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４－２．減免コード

21:本人運転/身障

22:本人運転/戦傷病＋療育＋精神

2Q:家族運転/身障＋戦傷病

2N:家族運転/療育

2O:家族運転/精神

４－３．障害者の氏名およびフリガナ

４－３－１．障害者氏名（手帳をお持ちの方）

※４－３．障害者の氏名およびフリガナで申請者と同じを選択した場合は表示されません。

４－３－２．障害者氏名（フリガナ）

※４－３．障害者の氏名およびフリガナで申請者と同じを選択した場合は表示されません。

４－４．障害者の住所

　「自動車登録番号/減免コード/減免
申出書番号」の組合せにより、申請者
確認を行っております。本人特定に至
らない場合には差戻しとなりますの
で、総合県税事務所より郵送された減
免申出書を確認して入力してくださ
い。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　減免コードは、現在の手帳種別と運
転者区分の組合せとなります。減免申
出書記載のとおり減免コードを入力し
てください。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　申請者と障害者が同じ方または同居
している場合は、項目にチェックする
ことで、障害者住所の入力を省略する
ことができます。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　申請者と障害者が同じ方の場合は、
項目にチェックすることで、障害者氏
名およびフリガナの入力を省略するこ
とができます。

　障害者の氏名に変更（改姓を含む）
があった場合は、申出書による申請が
できませんので、4月1日以降再申請が
必要です。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

選択

●● ●●

入力

●●● ●●●

入力

確認

確認
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４－４－１．障害者郵便番号

※４－４．障害者の住所で申請者と同じを選択した場合は表示されません。

４－４－２．障害者住所

※４－４．障害者の住所で申請者と同じを選択した場合は表示されません。

４－５．障害者生年月日

４－６．運転者の氏名およびフリガナ

４－６－１．運転者氏名（自動車を運転する方）

※４－６．運転者の氏名およびフリガナで申請者と同じを選択した場合は表示されません。

４－６－２．運転者氏名（フリガナ）

※４－６．運転者の氏名およびフリガナで申請者と同じを選択した場合は表示されません。

　4月1日に18歳に達している身体障害
者手帳所持者は、同居家族が所有する
自動車が減免の対象外となります。
※療育手帳および精神障害者保健福祉
手帳所持者は、18歳に達した後も引き
続き同居家族が所有する自動車が減免
の対象です。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　申請者と運転者が同じ方の場合は、
項目にチェックすることで、運転者氏
名およびフリガナの入力を省略するこ
とができます。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

＊＊＊ POINT ＊＊＊

郵便番号による入力補助の不足分は、
追加入力してください。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　障害者の住所に変更があった場合
は、申出書による申請ができませんの
で、4月1日以降再申請が必要です。

　運転者の変更や氏名の変更（改姓を
含む）があった場合は、申出書による
申請ができませんので、4月1日以降再
申請が必要です。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

●● ●●

入力

●●● ●●●

入力

●●●●●●●●●番地●●●荘●号

入力

●●●●●●●●
入力後ボタン押下で次項住所補助入力

プルダウンリストから選択

確認
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４－７．運転者の住所

４－７－１．運転者郵便番号

※４－７．運転者の住所で申請者と同じを選択した場合は表示されません。

４－７－２．運転者住所

※４－７．運転者の住所で申請者と同じを選択した場合は表示されません。

４－８．障害者との関係

※４－８．障害者との関係でその他を選択すると詳細が表示されます。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　申請者と運転者が同じ方または同居
している場合は、項目にチェックする
ことで、運転者住所の入力を省略する
ことができます。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　運転者の住所に変更があった場合
は、申出書による申請ができませんの
で、4月1日以降再申請が必要です。

○家族運転

　

○常時介護者

　障害者のみで構成される世帯に属す
る障害者と別居する者で、1年以上の間
週3日程度以上、障害者の通学、通院、
通所及び生業のため運転を行っている
か、行う見込みのある方。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

郵便番号による入力補助の不足分は、
追加入力してください。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　運転者が常時介護証明書により承認
されている場合は、選択肢に該当する
続柄がある場合であっても、常時介護
者を選択してください。
　運転者が生計同一証明書による同居
家族の場合は、常時介護者は選択しな
いでください。

　障害者と同居し、生計を一にする方
(施設入所および長期入院を含む)

●●●●●●●●●番地●●●荘●号

入力

●●●●●●●●
入力後ボタン押下で次項住所補助入力

選択

●●●●●

入力

確認
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５－１．自動車登録番号（ナンバープレート）

５－２．自動車の使用目的

５－２－１．自動車の使用目的（本人）

※４－２．減免コードで21または22を選択すると表示されます。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　障害者と運転者の関係により、使用
目的の要件が異なります。以下の項目
より、自動車の使用目的を1つ以上選択
してください。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　障害者本人が運転者の場合は、使用
目的に制限はありません。主な使用目
的を選択肢より１つ以上選択してくだ
さい。
　選択肢にない使用目的については、
その他を選択した後、次項「詳細な使
用目的」にその内容を直接入力してく
ださい。

５．自動車の情報

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　減免申出書記載の自動車と異なる自
動車で減免を受ける場合は、申出書に
よる申請ができませんので、4月1日以
降再申請が必要です。

秋田●●●あ●●●●

入力

選択
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５－２－２．自動車の使用目的（本人以外）

※４－２．減免コードで2Q、2Nまたは2Oを選択すると表示されます。

５－２－３．詳細な使用目的

※５－２－１または２．自動車の使用目的でその他を選択した場合表示されます。

５－３．使用の目的地の名称

※５－２－１．自動車の使用目的（本人）で日常生活等を選択した場合は表示されません

５－４．常時介護者による運転の頻度

※４－８．障害者との関係で常時介護者を選択した場合表示されます。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　常時介護者の要件については、本文
中のとおりです。

　運転者が障害者の同居家族または常
時介護者の場合は、使用目的が障害者
の通学、通院、通所および生業に限ら
れます。主な使用目的を1つ以上選択し
てください。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　使用目的の要件に該当しない用途に
ついては、減免の対象外となります。

　障害者が長期入院または施設入所中
の場合は、帰省のみを選択してくださ
い。
　なお、これまで帰省以外の用途によ
り減免を受けていた場合は、用途変更
により4月1日以降再申請が必要です。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

選択

●●●●●

入力

●●●病院

入力

●

入力
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５－５．帰省の頻度

※５－２－２．自動車の使用目的（本人以外）で帰省を選択した場合表示されます。

５－６．重複誓約

６－１．手帳の種類

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　電子申請後に自動車を乗り替える場
合は、事前に総合県税事務所に御連絡
ください。

６．障害者手帳・運転免許証の情報

＊＊＊ POINT ＊＊＊

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　減免は、軽自動車を含め、障害者一
人につき１台となります。重複申請が
減免後確認された場合には、一方が取
消となります(取消対象の選択不可)。
　他の自動車について、減免申請を
行っていないか確認し、手続きを進め
てください。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　身体障害者手帳等の記載事項確認方
法は、別紙資料を参照してください。

　長期入院者または施設入所者の帰省
の要件については、本文中のとおりで
す。

　手帳更新や再発行（紛失含む）によ
り、新たな手帳が発行された場合は、
申出書による申請ができませんので、4
月1日以降再申請が必要です。

●

入力

確認

選択
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６－２．障害の部位

※６－１．手帳の種類で、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を選択すると表示されません。

　身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を
選択した方のみ表示されます。障害の
部位は、身体障害者障害程度等級表に
基づく部位となりますので、部位が不
明な場合は、市町村の障害者手帳担当
課に御確認ください。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　表示上の制限により、平衡機能障
害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫機能障害については、
別項扱いとなります。
　上段（必須）にてその他部位を選択
した後、下段より対象の部位をさらに
選択してください。

選択

選択
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６－３．手帳の発行元
６－３－１．手帳の発行元

６－３－２．その他発行元自治体名

※６－３－１．手帳の発行元でその他を選択すると項目が表示されます。

６－４．手帳番号

６－５．障害の等級又は程度

　再認定など新たに手帳が発行された
場合は、申出書による申請ができませ
んので、4月1日以降再申請が必要で
す。
　なお、等級が軽減し減免要件を満た
さなくなった場合は、減免を受けるこ
とができません。
　また、障害者の等級に変更がない場
合であっても、運転者区分変更により
減免要件を満たさなくなる場合があり
ます。
　障害の区分に応じた等級について
は、パンフレット１ページを参照して
ください。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　県外自治体発行の手帳を所持する方
は、手帳記載の自治体名を入力してく
ださい。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

選択

●●●●●

入力

●●●●●●

入力

選択
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６－６．最新の手帳交付年月日
６－６－１．最新の手帳交付年月日（精神以外）

※６－１．手帳の種類で精神障害者保健福祉手帳以外を選択すると表示されます。

６－６－２．最新の手帳交付年月日（精神）

※６－１．手帳の種類で精神障害者保健福祉手帳を選択すると表示されます。

６－７．運転免許証の種類

６－８．運転免許証の有効期限

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　自動車税種別割の対象外のため、表
示項目以外の免許種類については省略
しております。

プルダウンリストから選択

プルダウンリストから選択

プルダウンリストから選択

選択
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８－１．申請内容確認

　申請時に検査等のため短期入院して
いる場合など、特別な事情があるとき
は御記入ください。（受理後総合県税
事務所より連絡することがあります）

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　現在申請済の要件と異なる場合や、
要件を満たしていない場合、不明な入
力内容がある場合には、差し戻しとな
る場合があります。
　差し戻し理由は通信欄に記載します
ので、内容を確認し再提出や4月1日以
降の再申請を検討してください。（減
免の要件を満たしていない場合は減免
を受けることができません）

７．総合県税事務所通信欄

＊＊＊ POINT ＊＊＊

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　画面で申請内容を確認し、『この内
容で申請する』ボタンを押して申請処
理を完了してください。

８．電子申請による減免申出書の提出

申請内容
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８－２．アンケート

９－１．電子申請システムからの通知メール配信

９－１－１．申請受付通知

９－１－２．差し戻し通知

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　アンケート画面が表示されれば申請
手続きは完了です。登録済のメールア
ドレスに申請受付通知が届いているか
確認してください。（項番９－１－
１．申請受付通知参照）

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　対応ステータスが『受付済』又は
『処理中』の申請は、総合県税事務所
にて審査中です。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　ホームへ戻るボタンから、秋田県の
TOPページに戻ります。

　電子申請の受付後、総合県税事務所から申請者に電子申請を差し戻す際に、シス
テムより自動配信されます。本メールには、差し戻しとなった理由が追記されます
ので、メッセージに従って必要な手続きを行ってください。通知直後の対応ステー
タスは、『差し戻し』です。
　本メールが配信された場合は、減免申出書の受付手続きが完了しておりません。
メールの受信環境が整わない方は、申請一覧より手続きの進捗状況を随時確認（９
－２－３．申請詳細画面　参照）してください。

　項番８による減免申出書提出が行われると、システムより自動配信されます。本
メールの受信確認により、減免申出書が総合県税事務所に提出されたことを確認で
きますので、手続き終了後必ずメールで受信確認を行ってください。通知直後の対
応ステータスは『受付済』です。
　申請受付通知が届かない場合は、提出手続きが完了していない場合があります。
申請一覧より手続きの進捗状況を確認（９－２－３．申請詳細画面　参照）し、必
要な対応を行ってください。

　電子申請による手続きが行われると、メールにより進捗状況をお知らせするメー
ルが自動配信されます。メールには、対象の手続きを特定する情報や進捗情報、必
要に応じて総合県税事務所からのメッセージが記載されている場合がございます。
　メールの配信時期は次のとおりです。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　進捗管理のため必要ですので、メー
ルが受信できる環境を整えておいてく
ださい。（項番１－３．電子申請ユー
ザーアカウントの作成　参照）

９．提出後の進捗確認
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９－１－３．取り下げ通知

９－１－４．完了通知

９－２．申請状況確認画面
９－２－１．ログイン

９－２－２．申請一覧画面

　Graffaアカウントを作成し電子申請を行った方は、ユーザー画面より過去の申請
状況を確認することができます。
　次のURLよりGrafferサイトにアクセスし、右上のメニューよりログインをしてく
ださい。
　　　　　URL:https://ttzk.graffer.jp/pref-akita

＊＊＊ POINT ＊＊＊

Grafferアカウントのログインは、項番
１－３．電子申請ユーザーアカウント
の作成を参照してください。

　提出された減免申出書の受付処理が完了した際に、システムから自動配信されま
す。通知直後の対応ステータスは『完了』です。
　完了通知は４月上旬を予定しておりますが、メールが届かない場合は、申請一覧
より手続きの進捗状況を確認（９－２－３．申請詳細画面　参照）してください。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　対応ステータスが『完了』の申請は
取り下げることができません。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　減免承認通知書は７月中旬に発送予
定です。

　電子申請の提出後、申請者自ら申請の取り下げ処理を行った際に、システムから
自動配信されます。誤って複数回提出処理を行った場合や、申請後に状況が変わり
申請内容を変更する場合などにご利用ください。通知直後の対応ステータスは『取
下げ』です。
　本メールが配信された場合は、自ら申請を取り下げているため受付手続きが完了
しておりません。誤って取り下げ処理を行った場合には、再申請が必要です。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　ログインに成功すると、右上にアカ
ウント名が表示され、そのアカウント
名をクリックすると申請一覧が選択で
きます。

＊＊＊ POINT ＊＊＊

　過去に行った電子申請手続きの一覧
が表示され進捗状況を確認できます。
各申請の詳細を確認するをクリックす
ると、個別の申請内容を確認すること
ができます。

アカウント名▽
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９－２－３．申請詳細画面

※９－１による自動配信メールに添付されたURLより、直接詳細画面を確認

　することもできます。

　選択した申請内容が表示されます。

●交付物

　同じ内容で申請データを作成する。（取り下げ後に
一部内容を修正して再提出する場合など）

　総合県税事務所から資料提供がある場合にこちらに
掲載されます。

　申請一覧に戻る

●申請を取り下げる
　選択した申請の取り下げ処理を行う

●この申請をもとに新規申請

●申請基本情報
　申請者の基本情報が表示されます。

●申請内容

＊＊＊ POINT ＊＊＊

●申請一覧

ユーザー情報

が表示されます
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＜別紙資料＞

身体障害者等級表 旅客鉄道株式会社

による等級 旅客運賃減額

※発行団体や時期により手帳様式が異なる場合があります。

○身体障害者手帳

障害名

　○○による△△の著しい機能障害( N級 )

　●●による▼▼の機能全廃　　　( M級 )

身体障害者手帳

写真

秋田県　第　XXXXXX　号

交付日　令和XX年XX月XX日

当初交付年月日　平成XX年XX月XX日　交付

再交付年月日　　令和XX年XX月XX日　再交付
X 級 X 種

再認定の時期　▽▽▽▽　　　　令和XX年XX月 氏名　○○　○○

　平成XX年XX月XX日生 秋田県

本人の欄

本籍

現 住 所 変更年月日
福祉事務所長

又は町村長印

秋田市○○○○XX-XX

保護者の欄

本籍

現 住 所 続柄
福祉事務所長

又は町村長印

氏名

秋田市○○○○XX-XX
父

印

身体障害者手帳の記載箇所

①６－１．手帳の種類

②６－３．手帳の発行元

③６－４．手帳番号

④６－５．障害の等級又は程度

⑤６－６．最新の手帳交付年月日

⑥６－２．障害の部位

①

②

③

④

⑤

⑥



＜別紙資料＞

第　XXXXX　号

令和XX年XX月XX日

平成YY年YY月YY日生

○療育手帳（新）

療　育　手　帳

写真

秋 田 県

交 付 年 月 日

氏 名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ

○○　○○

障 害 の 程 度
Ａ 秋田県（ 総 合 判 定 ）

旅 客 鉄 道 株 式 会 社

第一種旅 客 運 転 減 額

次 期 判 定 年 月 　令和Y年Y月

判 定 年 月 日 　平成XX年XX月XX日
判 定 機 関 　○○センター

合 併 障 害

新 規 交 付 年 月 日 　平成XX年XX月XX日

再 交 付 年 月 日 　平成YＹ年YY月YY日

援 護 の 実 施 機 関

変 更 年 月 日
本人の氏名／住所市 福 祉 事 務 所 長

又 は 町 村 長 の 印
　本人氏名

　本人住所

　　　　　　　　　　　　　　電話

　　　　　　　　　　　　　　電話

　　　　　　　　　　　　　　電話

変 更 年 月 日
保護者の氏名／住所市 福 祉 事 務 所 長

又 は 町 村 長 の 印

　続柄　　　　　　　　　　　　　電話

　保護者氏名

　保護者住所

　続柄　　　　　　　　　　　　　電話

　続柄　　　　　　　　　　　　　電話

印

療育手帳の記載箇所

①６－１．手帳の種類

②６－３．手帳の発行元

③６－４．手帳番号

④６－５．障害の等級又は程度

⑤６－６．最新の手帳交付年月日

※判定年月日複数の場合はその最新日

②⑤
④

③

※判定年月日が複数ある場合はその最新日

①



＜別紙資料＞

※発行団体や時期により手帳様式が異なる場合があります。

○精神障害者保健福祉手帳

有効期限
　　　令和XX年XX月XX日 障害者手帳

写真
　～　令和YY年YY月YY日 手帳番号　　　　XXXXXX　号

初回交付日

　　　　　令和XX年XX月XX日

障害等級　　　　　　　  X  級
(更新)　～　令和　ZZ年ZZ月ZZ日

保健所長印

氏名　○○　○○

生年月日　平成XX年XX月XX日生
(更新)　～　　　　　年　月　日 秋田県

現住所 変更年月日

秋田市○○○○XX-XX

変更事由 変更年月日 保健所長印

お　知　ら　せ

精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に

関 す る 法 律 第 ４ ５ 条 の 保 健 福 祉 手 帳

印

精神障害者保健福祉手帳の記載箇所

①６－１．手帳の種類

②６－３．手帳の発行元

③６－４．手帳番号

④６－５．障害の等級又は程度

⑤６－６．最新の手帳交付年月日

②

③

④

⑤

※有効期限の初日が手帳交付年月日になります。

※更新の場合は、前回期限最終日の翌日となります。

(例：前回期限日の令和YY年YY月YY日の翌日)

①


